
令和８年度 自動車税納税通知書送付用封筒への広告に関する基準

１ 概要

兵庫県が発送する自動車税納税通知書送付用封筒に有料広告を表示することに

より、県の新たな財源を確保することを目的とします。この基準は、広告掲載に

あたり必要な事項を定めるものです。

２ 広告掲載の仕様等

（１）媒 体：令和８年度自動車税納税通知書の送付用封筒

（２）広告掲載箇所：封筒裏面 約縦 75mm×横 155mm（別紙参照）

（３）発 付 件 数：約 120万件（令和７年度実績）

（４）発 付 時 期：令和８年５月１日（金）頃

（５）発 付 先：自動車の所有者（使用者）

（６）使用できる色：１色

（７）留 意 点：次の事項を明確に表示してください。

          ア 広告主の名称及び連絡先

イ 上部に縦 10mm×横 30mm以上の大きさの広 告の表示

※ 発付件数について、４月１日現在の自動車の登録状況により左右されます

ので、若干、変動する場合があります。

３ 募集期間

令和８年１月５日（月）から令和８年１月 30日（金）までに、別紙「広告掲載

申込書」を下記８に提出してください。

４ 広告及び広告主の条件

掲載できる広告及び広告を掲載できる広告主については、一定の条件のもとで

制限していますので、「県税に係る印刷物等への広告掲載要綱」をご参照ください。

５ 広告掲載価格

120万円（消費税及び地方消費税を含む）以上とします。

なお、広告デザイン等の作成に要する費用は広告主の負担となります。

  ※ 契約締結時に、広告掲載価格の 100 分の 10以上の契約保証金等が必要にな

ります。

６ 広告原稿の提出期限

令和８年２月 12日（木）まで

７ 広告掲載料の請求等

広告掲載後、速やかにその実績を報告するとともに、令和８年６月１日（月）

を納付期限として、広告掲載料を請求します。

なお、当該業務については、業務の対象となる広告料収入に係る予算が議決さ

れ、その予算の執行が可能となることにより業務の効力が生じます。

８ 連絡先

兵庫県財務部税務課

課税班 担当：柴田 TEL：078-341-7711（内 72919）/ FAX：078-362-3906



約 12cm

○ この広告の収入は納められた税金とともに県民の皆様のくらしに活かします。広告内容等は兵庫県が推奨するものではありません。

※ 下記掲載内容の広告主は、自動車税種別割に関するお問い合わせにはお答えできませんのでご注意ください。
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クレジットカード、スマートフォン決済アプリを利用して納めることができます。

自動車税種別割は、お近くの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、兵庫県指定のコンビニエンスストア、県税事務所のほか、

クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキング・ATM を利用して納めることができます。

詳しくは、兵庫県ホームページ「県税の納税方法」をご覧ください。

開封前に宛先をご確認ください
QR

コード

（ 別紙 ）

《 封筒の裏面 》

※ 実際の作成にあたっては、以下の見本とは、天地や納税案内の文言等が異な

る場合があります。


